
通行規制による運行の変更について 

（令和６年４月１７日～４月２０日） 
 

日頃、公共交通をご利用いただきありがとうございます。 
令和６年４月１７日(水)～４月２０日(金)まで 

    通行規制が行われます。 
 

広域バス阿島線は 

規制時間帯(８:３０から１７:００)に喬木村内を 

走行するバスは、以下のバス停には停留しません。 

 

「伊久間」「伊久間消防詰所前」「丸山前」 
 

 

村民バス氏乗線は終日「伊久間」「伊久間消防詰所前」
「丸山前」バス停では乗降できません。 

 

たかぎコミュニティバス伊久間線は終日 

「伊久間消防詰所前」バス停では乗降できません。 

 

ご利用をいただいている皆様にはご迷惑をおかけしますが、お間違いのないようお願いい

たします。お問い合わせは喬木村役場企画財政課（0265-33-5129）までご連絡ください。 

 

 

通行止め 


